
◆令和５年度より、登録申請書の受付窓口は、申請技術の分類
(工種)により設定された整備局(技術事務所)となり、申請者
が所在する地域の整備局(技術事務所)ではなくなりました。
また、申請書、関連書類の提出など全ての手続きは、オンライ
ンシステムにて行います。
（基本的に受付事務所へお越しいただくことはありません。）

◆また、令和５年度より、登録申請書の提出前に、事前相談が
必要となっています。
このマニュアルでは、事前相談の手続きを解説しています。

NETISへ新技術の登録を申請されるみなさまへ

新技術登録申請書 の受付窓口の変更令和５年度から
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ログインＩＤとパスワードについて

【問合せ先】
手続きや申請書の記載方法などの問合せをしたいときは、こちらへお願いします。

国土交通省 中国地方整備局 中国技術事務所
施工調査・技術活用課 （平日9：15～12：00 13：00～18：00）

Eメール：chuginetis@cgr.mlit.go.jp 電話：082-822-2448（課直通）

【その他】
オンラインシステムからの自動通知のメールとは別に、直接、電話やメールにて、ご連絡す
ることがあります。

【ログインIDとパスワードについて】
オンラインシステムにより事前相談を行うと、申請技術ごとにログインIDとパスワードが発行され
ます。このログインＩＤとパスワードにより、申請情報の機密性が確保されますので、オンラインシ
ステムにて申請書を作成していただきます。ログインIDとパスワードは各自保存をお願いします。

【NETISシステムから電子メールが届いたら】
受付窓口から事前相談へ質問や確認事項がある場合、NETISシステムから電子メールが

届きます。この電子メールに記載されたログインIDとパスワード、ログイン画面へのWEBリン
クにより、オンラインシステムへログインしてください。
ログイン後、コメント欄に受付窓口からのコメントが記載されていますので、確認をお願い
します。
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事前相談～申請書作成までの流れ

3

「事前相談」 を行う
ホームページから「事前相談」フォームを送信

申請情報の確認（中国技術事務所）

NETIS登録

NETIS登録までの手続き

「事前相談」における確認事項
★NETISに掲載可能な新技術であるか

・技術の成立性（技術として成立しているか）
・技術の現場適用性（公共工事で使用可能な技術か）
・技術の新規性（従来技術より優れた効果を有するか）

★この技術が主に適用される工種は何か
申請技術の分類(工種)ごとに、担当整備局(技術事務
所)があるため、適用工種を確認します。

（ログインID・パスワードが
記載されています）

登録申請書の提出

Ⅰ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅳ

登録分類（工種）の確認後、登録受付窓口(地整)が
決まります。

「申請書」における確認事項
★新規性や活用の効果が従来技術と適正に比較されているか

申請書に入力した内容がNETIS掲載情報となります

★根拠資料があるか、設計・施工基準等を満たしているか

実験実施結果・施工要領書・施工歩掛・工程比較表等が
あるか （自社基準や自社歩掛も可）

事前相談へログインし
質問へ回答します

受付窓口から申請技術
へ質問等を行う場合

オンライン

電子メール

電子メール

Ｐ.4～9

Ｐ.10

Ｐ.11

Ｐ.13

Ｐ.12

Ⅲ

受付窓口から申請技術
へ質問等がない場合

「事前相談内容
承認のお知らせ」
メールが届く

Ⅱ
（ログインID・パスワードが
記載されています）

「事前相談内容確認依頼
のお知らせ」メールが届く

「事前相談内容承認の
お知らせ」メールが届く

NETISへ技術登録を希望される方は、ホームページから「事前相談」フォームを送信いただきます。
申請書作成、登録までの主な流れは、フローに示したとおりです。

オンライン

オンライン

Ⅳ



Ⅰ. 事前相談
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インターネットによりNETISへアクセスしてください。初めてアクセスされた場合は、職種を一つ選び、
OKボタンをクリックします。

職種を一つ選ぶ

NETIS URL ： https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS

初めてアクセスされた場合は、
上記枠内の職種を一つ選びOKボタン
をクリックします。
次ページの画面（NETISのTOPページ）
へ移動します。



Ⅰ. 事前相談

5

NETISのTOPページにおいて、左から２つ目のタブ「登録申請/変更・更新/事前相談」を選択します。

「登録申請/変更・更新/事前相談」タブを選ぶ



Ⅰ. 事前相談
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①新規NETIS登録の事前相談及び申請書

の作成は、このタブのメニューから行います。

②新規登録を申請するには、「作成」ボタン
をクリックし、まずは、事前相談を行います。

「登録申請/変更・更新/事前相談」のタブを選択し、黄色の丸ボタン「作成」をクリックします。

港湾空港関連技術は、こちらから
登録申請を行います。

詳しくは、港湾空港事務所まで
お問い合わせください。



Ⅰ. 事前相談 （入力フォーム）
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事前相談の様式が表示されます。申請者情報、技術名称、登録分類（工種）を入力します。（次頁へつづく）

申請者情報
（会社名・担当者の

連絡先など）

【重要】
申請する技術が最も使用さ
れると思われる工種を分類１
へ入力します。

分類（工種）が不明な場合は、
「こちら」をクリックすると分類
（工種）の一覧表がExcelでダ

ウンロードできますので、その
中から選択してください。

工種(分類表のダウンロードは
こちらをクリックする。

技術名称

最も使用される工種を選択

２番目に使用される工種を選択



Ⅰ. 事前相談 （入力フォーム）

申請技術の技術概要や新規性、
効果等を把握できる資料を
添付してください。
・技術のパンフレット
・施工要領書
・実験実施報告書
・写真 など

例）防草シートを２重構造とし、長期間の耐久性をもたせた

技術の概要は、１文で簡潔に記載します。

例）機械除草工（肩掛式）（年2回×10年＝20回）

例）機械除草工を年2回程度行っていた

例）従来１重構造だった防草シートを２重構造とし耐用年数を〇年とした

（つづき）技術の概要は、簡潔に記載し、カタログ等の資料を添付してください。
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Ⅰ. 事前相談 （コメント欄 による連絡）
コメント欄にて、受付窓口とのやりとりが可能です。相談事項や技術情報の補足がありましたら、こち
らに記載してください。

相談事項・連絡事項を記入する
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様式への入力が完了したら
「送信」ボタンを押します。

申請技術の工種（分類）を担当する整
備局の窓口へ、申請者から事前相談
が提出されたことが通知されます。

一時保存すると、上の四角へコメントが
移り、申請窓口とコメントのやりとりが



Ⅱ. 「事前相談内容確認依頼のお知らせ」メールが届く
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ID・パスワード発行後
に事前相談内容の
確認が可能となります。

事前相談時に記載した申請者のメールアドレスへID/パスワード（申請時にも使用）が通知されます。
整備局の受付窓口からの質問や確認事項がある場合は、そのことがメールに記載されていますので、
メールに記載のWEBリンクからログインし、コメント欄を確認してください。

WEBリンクをクリックする

●●●●

事前相談に対する質問等がある
場合には、このメールにログイン
ID/パスワードが記載されています。

NETISホームページ
から事前相談の内容
確認を行う場合は、
「こちら」の文字をク
リックします。

事前相談内容確認依頼のお知らせ（技術名）

新技術事前相談Webサイトへ

【新技術事前相談Webサイト】

提出された事前相談情報の確認依頼が届いております。

以下のID/PWで確認用Webサイトへログインの上、確認をお願いいたします。

事前相談に対する確認事項の確認があります。



Ⅲ. 事前相談へログインし質問へ回答
整備局の受付窓口からの質問や確認事項がある場合は、そのことがメールに記載されていますので、
メールに記載されたWEBリンクからログインし、コメント欄を確認してください。
申請窓口からの質問や確認事項は、コメント欄に記載されています。

下の四角に質問の回答等を記入し、一時
保存すると、上のコメント欄に移動します。
PDFファイルを添付することも可能です。

事前相談後、申請窓口から申請技術に
ついての質問や確認がある場合、
NETISメールにより通知があります。

質問等は、コメント欄に記載されていま
すので、ログインし、確認してください。 ・・・・・

中国技術事務所（および業務委託者）から
のコメントは、赤文字で記載されています。

申請者の方が入力すると青文字で保存さ
れます。
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Ⅳ. 「事前相談内容承認のお知らせ」メールが届く
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NETISホームページ
から申請書作成画面
へログインする場合は、
「こちら」の文字をク
リックします。

事前相談内容が承認されるとメールにて通知されます。申請書用のWEBリンクが記載されていますので、
事前相談時に付与された回答用のID/PWにより、ログインし、オンラインにて、申請書を作成します。

（ 技術名 ）

●●●●●●●●

事前相談に対する質問等がない
場合には、このメールにログイン
ID/パスワードが記載されています。

ＮＥＴＩＳシステムから
申請者へメールにて

申請書作成用の
WEBリンクが通知さ
れます。



Ⅴ. 登録申請書の提出
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申請書類作成画面では、入力フォームが30のタブで構成されています。
全てのタブについて、入力の要不要も含め、確認し、申請書の作成をお願いします。

タブ（青い文字）をクリックすると、そ
れぞれ入力フォームが表示されます。

※申請書作成にあたっては、中国技術事務所ホームページに掲載しています、
「新技術登録申請書類 作成マニュアル」を活用してください。



Ⅴ. 登録申請書の提出 （添付資料について）
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「24.添付資料」

申請書には、入力内容が根拠となる資料と整合しているか確認するため、出典元となる資料の提出
が必要です。「24.添付資料」または「26.その他ダウンロード資料」にアップロードをお願いします。

ファイルを
ドラッグ＆ドロップ
してください。

【必要となる資料】
◆添付資料は、各⼊⼒項⽬の根拠となる資料をすべて添付してください。

新技術だけでなく、⽐較する従来技術の数値が確認できる資料も提出を
お願いします。(基準書等に該当しない場合、⾃社歩掛・⾃社基準でよい)

①積算根拠資料（新技術・従来技術それぞれ必要）【必須】
②⼯程⽐較資料（新技術・従来技術が⽐較できるように作成）【必須】
③申請技術のパンフレットまたは標準仕様書など 【必須】
④実験実施結果報告書 【必須】
⑤設計基準書や施⼯管理基準書の写しなど
（設計条件や現場条件の確認のため）
⑥施⼯要領書または取扱説明書など（施⼯⽅法の確認のため）
⑦その他技術資料 （技術の成⽴性や品質等を⽰す資料） 【必須】
⑧施⼯実績⼀覧 （施⼯実績がある場合）
⑨NETIS登録同意書（共同開発者/共同特許権者がいる場合）
⑩特許使⽤同意書 （共同特許権者がいる場合）

注１）ここに添付した資料はNETISホームページには掲載されず、国⼟交通省の内部
資料となりますが、NETIS 閲覧者の要請に応じ、NETIS 申請者より提供でき
るものとします。

注２）公共⼯事設計労務単価・設計業務等技術者単価・労働安全衛⽣法・JIS規格
などの公的⽂書は、該当箇所のみ資料として添付して下さい。

注３）資料名を記⼊する「タイトル」とアップロードするファイル名を⼀致させてください。
また、添付資料番号と資料名を資料の１枚⽬右上に記載してください。
例）添付資料1＿積算根拠資料

以上

まずは事前相談を
してみよう！！

「26. その他ダウンロード資料」
技術の概要を示したカタログや独自の技術
指針等で公表可能な資料は「26. 「その他

ダウンロード資料」」へ添付をお願いします。
NETISホームページからダウンロード可能な
資料となります。

「26. その他ダウ
ンロード資料」


